
給付基礎日額 算定基礎額 年間保険料 手数料 組合費 合　　計

（円） （円） （円） （円） （円） （円）

25,000 9,125,000 164,250 3,000 2,000 169,250

24,000 8,760,000 157,680 3,000 2,000 162,680

22,000 8,030,000 144,540 3,000 2,000 149,540

20,000 7,300,000 131,400 3,000 2,000 136,400

18,000 6,570,000 118,260 3,000 2,000 123,260

16,000 5,840,000 105,120 3,000 2,000 110,120

14,000 5,110,000 91,980 3,000 2,000 96,980

12,000 4,380,000 78,840 3,000 2,000 83,840

10,000 3,650,000 65,700 3,000 2,000 70,700

9,000 3,285,000 59,130 3,000 2,000 64,130

8,000 2,920,000 52,560 3,000 2,000 57,560

7,000 2,555,000 45,990 3,000 2,000 50,990

6,000 2,190,000 39,420 3,000 2,000 44,420

5,000 1,825,000 32,850 3,000 2,000 37,850

※給付基礎日額５，０００円を選択した場合、所得の確認を行う場合があります。
※東郷町商工会員の方は、組合費を差し引いた金額となります。

特別加入保険料算定基礎額表（年額）

令和４年度

●基礎日額について
　基礎日額は休業給付を受ける際の算定の基礎となるものです。選択にあたっては、
　年間所得額をご確認いただき、上記表の算定基礎額の近いものを選択いただくの
　が原則となります。

●日額５，０００円を選択する場合について
　所得確認が必要だと認めた場合、年間所得が1,825,000円以下のものがわかる書類
　（税務署に提出した確定申告書のコピー、所得証明書等）をご提出ください。

●労災休業給付について
　労災事故による、休業４日目以降、休業１日につき給付基礎日額の８０％相当額が
　支給されます。（給付基礎日額の６０％相当額が休業給付、給付基礎日額の２０％
　相当額が特別支給金となります）


